
 

〇お米（白米、麺類、小麦粉など） 
〇インスタント食品、レトルト食品 

〇調味料（砂糖、塩、食用油、しょうゆなど） 

〇保存食品（缶詰、瓶詰、お菓子など） 

〇飲料（水、お茶、ジュースなど） 

×賞味期限の記載がされていないもの 
（米、砂糖など賞味期限がないものを除く） 

×賞味期限が１か月未満のもの 

×生鮮食品や手作り品 

×アルコール類（みりん、料理酒は除く） 

■賞味期限が記載されていて、期限が 

１か月以上あるもの 

■未開封のもの 

（破損で中身がでていないもの） 

■常温保存が可能なもの 

上記食品は、お持ちいただいても 

受取できません。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

寄付していただきたい食品 受付できないもの 

【主催・問い合わせ】 赤穂市社会福祉協議会  Tel：４２－１３９７ Fax：４５－２４４４ 

          赤穂市中広２６７番地   ✉：ako-shakyo@ako-shakyo.jp 

【 協 力 団 体 】 あこう子ども食堂 フードバンクあこう 

「もったいない」を「ありがとう」へ  1人でもできる社会貢献 

第３８回し・あ・わ・せフェスティバル 

～フクシふれあいまつり～  

ご家庭で眠っている食品を捨てないで持ち寄り、 

食品を必要としている個人や団体等に寄付する活動のこと。食品ロスを減らすことつながります。 

mailto:ako-shakyo@ako-shakyo.jp

